
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月８日 ０８時５０分ごろ 

発生場所 北海道石狩市石狩湾港中央ふ頭 

 石狩湾港北防波堤北灯台から真方位１６４°２,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１２.５′ 東経１４１°１７.８′） 

事故の概要 油タンカーきんたい丸は、係留中、また、液化ガスばら積船幸
こう

泉
せん

丸

は、入港操船中、両船が衝突した。 

両船は、共に船体外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１２月１５日、調査を担当する主管調査官（函館事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー きんたい丸、３,７６３トン 

１４０２３６、三ツ浜汽船株式会社 

Ｂ 液化ガスばら積船 幸泉丸、９９９トン 

１３４８８９、木村海運株式会社 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

負傷者 なし 

損傷 Ａ 左舷中央部外板に凹損等 

Ｂ 右舷船尾部外板に凹損等 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、石狩湾港中央ふ頭南側の岸

壁に右舷着けで係留中、平成２７年１２月８日０８時５０分ごろ、Ａ

船の左舷中央部にＢ船の右舷船尾部が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか７人が乗り組み、石狩湾港港外で錨泊待機した

後、揚げ荷役のため、同港への入港を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、機関長を機関操縦の配置につけて操船し、着岸

予定である中央ふ頭北側の岸壁前面で右舷錨を投入して右回頭し、エ

ンジンテレグラフにより機関を微速力後進（可変ピッチプロペラの翼

角：後進側に約３°）としたところ、突然、可変ピッチプロペラの翼

角計の示度が後進一杯の２０°に振れた。 

Ｂ船は、機関長が、直ちに翼角制御用の電磁弁を非常用に切り替え

るとともに、船長Ｂが、翼角の制御をテレグラフからボタンによる手

動操作に切り替えて前進側のボタンを押し下げたものの、翼角計の示

度は変わらず、後進推力は止まらなかった。 



 

Ｂ船は、主機を緊急停止したものの、後進行きあしのある状態で、

対岸に係留していたＡ船と衝突した。 

Ｂ船は、Ａ船との衝突後、翼角の制御が復旧し、主機を始動してＡ

船から離れ、予定岸壁に着岸した。 

Ｂ船は、本事故後、翼角制御が正常に作動し、不具合を再現するこ

とができなかった。 

分析 Ａ船は、石狩湾港において係留中、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、石狩湾港において入港操船中、可変ピッチプロペラの翼角

が後進一杯となって制御不能となったことから、係留中のＡ船に接近

し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船の翼角が制御不能となった状況については、本事故後、正常に

作動していることから明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、石狩湾港において、Ｂ船が、入港操船中、可変ピッチプ

ロペラの翼角が後進一杯となって制御不能となったため、係留中のＡ

船に接近し、Ａ船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・入港前に、主機の作動確認を行うことが望ましい。 

 


